
徳島市会計年度任用職員募集案内（パートタイム勤務） 

【市営住宅維持管理業務（修繕・調査・受付）】 
 

令和７年１２月２３日 

徳島市都市建設部住宅課 

申込受付期間：令和８年１月６日（火曜日）～令和８年１月１６日（金曜日） 

１ 申込みは、持参又郵便で行ってください。【必着】 

２ 持参による申込みは、開庁日の８時３０分から１７時まで受付します。 

 

１ 募集内容 

業 務 名 市営住宅維持管理業務（修繕・調査・受付） 

採用予定人員 ２人 

職 務 の 内 容 
市営住宅維持管理業務（市民に対する窓口業務・現地調査・修繕業務、そ

の他関連業務等） 

勤 務 場 所 徳島市役所本館４階 住宅課 

任 用 期 間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

※ 勤務成績が良好な場合には、令和９年度以降も再度任用することがあ

ります。（任用初年度を含めた３年度を限度とします） 

受 験 資 格 

次の⑴から⑷までの要件を満たす人（年齢、学歴は問いません） 

⑴  普通自動車運転免許を取得している人（ペーパードライバー不可） 

⑵  市民に対する窓口業務を遂行する能力があり、かつ、パソコンの基本

操作（文書作成・表計算）ができる人 

⑶ 住宅の建築設備についての一定の知識または業務経験等がある人 

⑷ 次のいずれにも該当しない人 

①拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

けることがなくなるまでの人 

②徳島市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経

過しない人 

③人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０

条から第６３条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた人 

④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した

政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又

はこれに加入した人 

※ 日本国籍を有しない人で就労が制限されている在留資格の人は採用さ

れません。 

 



２ 試験日時・試験場及び合格発表 

試験日時 試験場 合格発表 

住宅課が指定する日時 

※ 個別に連絡します。 

徳島市役所本館４階 

４０１会議室 

試験実施後、受験者に文書で

通知します。 

※ 付近に受験者用の駐車場はありませんので、必ず交通機関等を利用してください。周

辺道路・商店等への駐車は固く禁止します。 

 

３ 試験の方法及び内容 

試験の方法 内容 

個別面接 主として人物、識見、職務適性、対人関係能力についての試験 

 

４ 合格から採用まで 

 ⑴ 試験の結果、合格者は令和９年３月３１日までを登録期間とする合格者名簿に登載

されます。 

 ⑵ 採用は、原則として令和８年４月１日付けで、合格者名簿に登載された人のうち、

成績上位の人から順に採用される人を決定しますので、合格者名簿に登載されても、

必ずしも採用されるとは限りません。 

⑶ 予算編成その他の状況により、合格者名簿に登載されても採用にならない場合があ

ります。 

⑷ 業務の必要に応じて採用を行うため、採用時期・任用期間等は異なる可能性があり

ます。 

 ⑸ 合格発表後、受験資格がないこと又は申込書の記載事項が正しくないことが判明し

た場合、合格を取り消すことがあります。 

 ⑹ 地方公務員法の規定に基づき、採用時はすべて条件付のものとし、採用後１か月を

良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 受験申込手続 

申
込
書
等
の
入
手
方
法 

徳島市ホー

ムページか

ら印刷 

徳島市ホームページの「職員採用情報」の「会計年度任用職員」内か

ら所定の様式を印刷してください。 

※ 縮小や拡大をせずにＡ４判の白紙に両面印刷すること。 

市の機関で

の入手 
４階住宅課（市役所本館） 

郵送による

請求 

封筒の表に「会計年度任用職員申込書請求」と朱書きし、あて先を記

入した返信用封筒（１４０円分の切手を貼った角形２号）を必ず同封

の上、徳島市都市建設部住宅課へ送付してください。 

申
込
方
法 

提 出 書 類 

申込書 

※ 申込書（両面）の必要事項を記入し（すべて自書）署名してくだ

さい。申込区分は「市営住宅維持管理業務（空き住宅修繕設計）」

としてください。 

※ 写真（縦４.５㎝横３.５㎝）１枚を申込書の写真欄に貼ってくだ

さい。 

受 付 期 間 令和８年１月６日（火曜日）～令和８年１月１６日（金曜日）【必着】 

提 出 先 

〒７７０－８５７１  

徳島市幸町２丁目５番地 

徳島市都市建設部住宅課 

提 出 方 法 

⑴  郵送の場合は、封筒の表に「会計年度任用職員申込」と朱書き

し、封筒の裏に差出人の住所・氏名を明記の上、必ず簡易書留で

郵送してください。申込受付期間を過ぎた場合は、受付できませ

ん。 

⑵  持参の場合は、徳島市役所本館４階住宅課へお越しください。 

（受付時間：開庁日の８：３０から１７：００まで） 

その他 

⑴  提出された書類は、返却できません。 

⑵ 受験に際して徳島市が収集する個人情報は、当該試験及び任用に

関する事務以外の目的では一切使用しません。 

 

  



６ 勤務条件 

勤務日等 

週５日（平日、月曜日から金曜日） 

週休日（土曜日、日曜日）及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに

１２月２９日から翌年１月３日までは休み 

勤務時間 週２８時間４５分、９：００から１５：３０まで（休憩４５分） 

給 与 

月額 １４９，６２８円（地域手当を含む） 

※ 徳島市職員として在職期間がある場合、その職歴に応じて、給与月額を決

定します。 

※ 今後の給与改定等の状況によって、支給額が変更される場合があります。 

諸 手 当 
給与関係の条例、規則等の定めるところにより、地域手当、通勤手当、期末勤

勉手当（６月・１２月）等が支給されます。 

休 暇 
年次有給休暇は任期の初日に１２日付与されます。 

その他、育児・介護等に係る休暇制度があります。 

社会保険 健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険の適用があります。 

服 務 

地方公務員法に規定する服務の各規定が適用されます。（服務の宣誓、法令及び

上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義

務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業への従事等の制限） 

※ 営利企業への従事等の制限（兼業の禁止）については、パートタイム勤務

のため適用外となりますが、報告が必要となります。 

そ の 他 

・ 給与支給日：毎月２０日 

・ 健康診断あり 

・ 採用までに関係条例や規則等の改正が行われた場合は、その定めるところに 

より変更します。 

 

７ 問い合わせ先 

  徳島市都市建設部住宅課 

  〒７７０－８５７１ 徳島市幸町２丁目５番地 

  ℡０８８－６２１－５２８５  


